
[平成31年１月　様式１]

  令和1年6月28日

総務課財政管財係

 担当部署

 作成・最終更新日

広野町

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価計画管理書



備考

特定個人情報保護評価計画管理書
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

健康福祉課

町民税務課

基礎
町民税務課
健康福祉課

次回実施予定日

町民税務課

しきい値
判断

基礎

基礎

平成29年11月1日

担当部署

町民税務課

前回実施日

町民税務課

情報
連携

基礎

○

○ 平成29年11月1日

国民健康保険資格
管理・給付・賦課
関係事務

個人住民税関係事務

平成29年11月1日 基礎

平成29年11月1日○

基礎介護保険関係事務

・介護保険システム
・収納管理システム
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

事務の名称 システムの名称

○ 平成29年11月1日

前回実施日 次回実施予定日

・既存住民基本台
帳システム
・住民基本情報ネッ
トワークシステム
・共通基盤システム

・軽自動車税システ
ム
・収納管理システム
・滞納管理システム

平成29年11月1日

・国民健康保険シス
テム
・中間サーバー

○

固定資産税関係事務

・固定資産税システ
ム
・収納管理システム
・滞納管理システム
・eL-TAXシステム

・個人住民税システ
ム
・収納管理システム
・滞納管理システム
・申告支援システム
・国税連携システム
・eL-TAXシステム

○

軽自動車税関係事務

評価書
番号

番号法第9条
及び別表第1
第16項

4

5

番号法第9条
及び別表第１
第68項

3

1

番号法第9条
及び別表第1
第16項、第30項

2

番号法第9条
及び別表第1
第16項

法令上の
根拠

6

番号法第9条
及び別表第1
第16項

住民基本台帳事務

別添「住民基本
台帳事務　基礎
項目評価書」
のとおり



備考
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

次回実施予定日
しきい値

判断

担当部署
前回実施日

情報
連携

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

評価書
番号

法令上の
根拠

子ども子育て支援
関係事務

・中間サーバー
・団体宛名統合管
理システム
・子ども子育て支援
システム
・サービス検索・電
子申請機能
・マイナポータルの
お知らせ機能

○ 平成29年11月10日 基礎 こども家庭課

基礎 こども家庭課

こども家庭課

平成29年11月1日

基礎○ 平成29年11月10日

○ 平成29年11月1日

健康福祉課
障害者総合支援関
係事務

・ＳＷＡＮシステム
（総合支給給付管
理システム）
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

○

・中間サーバー
・団体宛名統合管
理システム
・児童手当システム
・サービス検索・電
子申請機能
・マイナポータルの
お知らせ機能

・ＳＷＡＮシステム
（総合支給給付管
理システム、児童施
設通所管理システ
ム）
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

基礎

児童福祉関係事務

児童手当関係事務

8

番号法第9条
及び別表第１
第56項

7

番号法第9条
及び別表第1
第8項

9
番号法第9条
及び別表第1
第84項

10
番号法第9条
及び別表第1
第94項



備考
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

次回実施予定日
しきい値

判断

担当部署
前回実施日

情報
連携

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

評価書
番号

法令上の
根拠

14

番号法第9条
第2項及び広野
町
桜田住宅条例

町営住宅管理業務

・住宅使用料システ
ム
・宛名・納付システ
ム
・収納管理システム
・滞納システム
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

× 平成29年11月1日 基礎

13
番護法第9条
及び別表第1
第19項

公営住宅管理業務

・住宅使用料システ
ム
・宛名・納付システ
ム
・収納管理システム
・滞納システム
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

○ 平成29年11月1日 基礎

番号法第9条
及び別表第1
第31項

○

15

番号法第9条第
2項及び広野町
特定公共賃貸
住
宅条例

特定公共賃貸住宅
管理

健康福祉課

健康福祉課

総務課

総務課

総務課

平成29年11月1日

平成29年11月1日 基礎

基礎
国民年金に関する
事務

・国民年金システム ×

後期高齢者医療関
係事務

・後期高齢システム
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

・住宅使用料システ
ム
・宛名・納付システ
ム
・収納管理システム
・滞納システム
・中間サーバー
・団体内統合宛名
システム

○ 平成29年11月1日 基礎

11
番号法第9条
及び別表第1
第59項

12



備考
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

次回実施予定日
しきい値

判断

担当部署
前回実施日

情報
連携

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

評価書
番号

法令上の
根拠

番号法第第９条
及び別表第一
の第７６項行政
手続きにおける
特定個人を識別
する
ための番号の利
用等に関する法
律別表第一の
主務省令で定め
る事務を定める
命令第５４条

健康増進関連事務

・健康管理システム
・団体内統合宛名
システム
・中間サーバー

× 平成29年11月1日 基礎 健康福祉課

予防接種関連事務 ・中間サーバー ○ 平成29年11月1日 基礎

18

乳幼児及び児童
医療助成関係事務

・福祉医療システム
・中間サーバー

× 平成29年11月1日 基礎 こども家庭課

健康福祉課

16

番号法第９条第
２項、及び広野
町乳幼児及び
児童医療費の
助成に関する条
例

17

番号法別表第
一項番
の１０の項・行政
手続
における特定の
個人を
識別するための
番号の
利用等に関する
法律別
表第一の主務
省令で
定める事務を定
める
命令　第１０条
広野町
予防接種実施
要綱第４条



備考
基礎項目評価 重点項目／全項目評価

次回実施予定日
しきい値

判断

担当部署
前回実施日

情報
連携

事務の名称 システムの名称
前回実施日 次回実施予定日

評価書
番号

法令上の
根拠

行政手続きにお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
（番号法）第９条
別表１　４９の項
行政手続きにお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用
等に関する法律
別表第一の主
務省令で定める
事務を定める命
令
第４０条（第１
号、第２号、第３
号、第４号、第５
号、第６号、第７
号第８号、第９
号及び第１０号）

母子保健事業関連事務

・健康管理システム
・団体内統合宛名
システム
・中間サーバー

○ 平成29年11月1日 基礎 こども家庭課

20

番号法第１９条
第８号、広野町
における個人番
号の利用及び
特定個人情報
の提供に関する
条例

ひとり親家庭医療費助成関係事務

・中間サーバー
・団体宛名統合管
理システム
・福祉医療システム

こども家庭課

19

○ 平成29年5月1日 基礎



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、住民基本台帳事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

1 住民基本台帳事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 住民基本台帳事務

 ②事務の概要

市町村(特別区を含む。)(以下｢市町村｣という)が住民を対象とする行政を適切に行い、また、住民の正し
い権利を保障するためには、市町村の住民に関する正確な記録が整備されていなければならない。
住民基本台帳は、住民基本台帳法(以下｢住基法｣という。)に基づき、作成するものであり、市町村にお
ける住民の届出に関する制度及びその住民たる地位を記録する各種の台帳に関する制度を一元化し、
もって、住民の利便性を増進するとともに行政の近代化に対処するため、住民に関する記録を正確かつ
統一的に行うものであり、市町村において､住民の居住関係公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関
する事務の処理の基礎となるものである。
また、住基法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム(住基ネッ
ト)を都道府県と共同して構築している。

市町村は、住基法及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下｢番号法｣という。)の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。
①　個人単位とする住民票を世帯ごとに編制し、住民基本台帳を作成。
②転入届、転居届、転出届、世帯変更届等の届出又は職権に基づく住民票の記載、削除又は記載の修
正。
③住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置。
④転入届に基づき住民票の記載をした際の転出元市町村に対する通知
⑤本人又は同一の世帯に属する者の請求による住民票の写し等の交付
⑥住民票の記載事項に変更があった際の都道府県知事に対する通知
⑦地方公共団体情報システム機構(以下｢機構｣という。)への本人確認情報の照会
⑧住民からの請求に基づく住民票コードの変更
⑨個人番号の通知及び個人番号カードの交付
⑩個人番号カード等を用いた本人確認

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係る事務については、今後、総務省令によ
り機構に対する事務の一部の委任が認められる予定である。
そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する情報の提供を含めて特定個人情報ファ
イルを使用する。

 ③システムの名称

・既存住民基本台帳システム
・住民基本台帳ネットワークシステム
・共通基盤システム(庁内連携システム)
・団体内統合宛名システム
・中間サーバー

 ２．特定個人情報ファイル名

(１)住民基本台帳ファイル　　(２)本人確認情報ファイル　　(３)送付先情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

１．行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(番号法)
(平成２５年５月３１日法律第２７号)
・第７条　(指定及び通知)
・第１６条(本人確認の措置)
・第１７条(個人番号カード交付等)
２．住民基本台帳法(住基法)(昭和４２年７月２５日法律第８１号)
(平成２５年５月３１日法律第２８号施行時点)
・第５条　(住民基本台帳の備え付け)
・第６条　(住民基本台帳の作成)
・第７条　(住民票の記載事項)
・第８条　(住民票の記載等)
・第１２条の１　(本人等の請求に係る住民票の写し等の交付)
・第１４条　(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
・第２４条の２(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)
・第３０条の６(市長村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)
・第３０条の１０
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)
・３０条の１２
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供)

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ①実施の有無

＜選択肢＞



3) 未定

 ②法令上の根拠

・番号法第１９条第７号(特定個人情報の提供の制度)及び別表第二
(別表第２における情報提供の根拠)
：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のうち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情報」が含まれ
る項(１．２．３．４．６．８．９．１１．１６．１８．２０．２１．２３．２７．３０．３４．３５．３７．３８．３９．４０．４２．４
８．５３．５４．５７．５８．５９．６１．６２．６６．６７．７０．７７．８０．８４．８９．９１．９２．９４．９６．１０１．１０２．
１０３．１０５．１０６．１０８．１１１．１１２．１１３．１１４．１１６．１１７．１２０の項)
(別表第二における情報照会の根拠)
なし(住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステムよる情報照会行わない)

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 町民税務課

 ①実施の有無 [ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町町民税務課　0240-27-4160　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町町民税務課　0240-27-4160　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



平成29年4月1日
5.評価実施機関における担当
部署①部署

広野町役場町民保健課 広野町役場町民税務課

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

4.情報提供ネットワークシステ
ムにおける情報連携②法令
上の根拠

・番号法第１９条第７号(特定個人情報の提供
の制度)及び別表第二
(別表第２における情報提供の根拠)
：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう
ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情
報」が含まれる項(１．２．３．４．６．８．１０．１５．
１６．１８．２０．２１．２３．２７．３１．３２．３４．３
５．３７．３８．３９．４０．４２．４８．５３．５４．５７．
５８．５９．６１．６２．６６．６７．７０．７７．８０．８
４．８９．９１．９２．９４．９６．１０１．１０２．１０３．
１０５．１０６．１０８．１１１．１１２．１１３．１１４．１
１６．１１７の項)
(別表第二における情報照会の根拠)
なし(住民基本台帳に関する事務において情報
提供ネットワークシステムよる情報照会行わな
い)

・番号法第１９条第７号(特定個人情報の提供
の制度)及び別表第二
(別表第２における情報提供の根拠)
：第三欄(情報提供者)が「市町村長」の項のう
ち、第四欄(特定個人情報)に「住民票関係情
報」が含まれる項(１．２．３．４．６．８．９．１１．１
６．１８．２０．２１．２３．２７．３０．３１．３４．３５．
３７．３８．３９．４０．４２．４８．５３．５４．５７．５
８．５９．６１．６２．６６．６７．７０．７７．８０．８４．
８９．９１．９２．９４．９６．１０１．１０２．１０３．１０
５．１０６．１０８．１１１．１１２．１１３．１１４．１１
６．１１７．１２０の項)
(別表第二における情報照会の根拠)
なし(住民基本台帳に関する事務において情報
提供ネットワークシステムよる情報照会行わな
い)

平成29年4月1日
5.評価実施機関における担当
部署①所属長

町民保健課長　松本　貴文 町民税務課長　遠藤　聡



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、軽自動車税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

2 軽自動車税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 軽自動車税関係事務

 ②事務の概要

軽自動車税は、4月1日時点に軽自動車等の定置場を当該市町村内に有する所有者に対して課税を行
うものである。
軽自動車等（軽自動車、原動機付自動車等）を購入又は譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗難などに
より所有しなくなった場合に申告が行われる。その際、車両の種類に応じて申告先が異なり、三輪・四輪
の軽自動車に関しては軽自動車検査協会へ、二輪の小型自動車・二輪の軽自動車に関しては陸運事
務所へ申告が行われ、原動機付自転車・小型特殊自動車に関するもののみ当該町村に対して申告が
行われる。
なお、生活保護法により扶助を受ける場合などは減免申請書を当該市町村にて受け付け、必要に応じ
て減免を行う。

①地方税法に基づき、申告情報等をもとに、定置場所が町内に所在する軽自動車等の所有者又は使用
者に軽自動車税を賦課決定し、税額を通知する。
②生活保護法により扶助を受ける場合などは減免申請書を受け付け、必要に応じて減免を行う。
③納付された軽自動車税の収納情報の管理を行う。
④納期限までに納付されていない軽自動車税の滞納情報の管理を行う。
⑤番号法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。

 ③システムの名称 軽自動車税システム、収納管理システム、滞納管理システム、中間サーバー、団体内統合宛名システム

 ２．特定個人情報ファイル名

軽自動車税情報ファイル、収納情報ファイル、滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条および別表第1の第16項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第１６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

番号法第19条第7号
（別表第二における情報照会の根拠）
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令
第20条

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町町民税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



1.特定個人情報を取り扱う事
務　③システムの情報

軽自動車税システム、収納管理システム、滞納
管理システム

軽自動車税システム、収納管理システム、滞納
管理システム、中間サーバー、団体内統合宛名
システム

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

1.特定個人情報を取り扱う事
務　②事務の概要

軽自動車税は、4月1日時点に軽自動車等の定
置場を当該市町村内に有する所有者に対して
課税を行うものである。
軽自動車等（軽自動車、原動機付自動車等）を
購入又は譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗
難などにより所有しなくなった場合に申告が行
われる。その際、車両の種類に応じて申告先が
異なり、三輪・四輪の軽自動車に関しては軽自
動車検査協会へ、二輪の小型自動車・二輪の
軽自動車に関しては陸運事務所へ申告が行わ
れ、原動機付自転車・小型特殊自動車に関する
もののみ当該町村に対して申告が行われる。

なお、生活保護法により扶助を受ける場合など
は減免申請書を当該市町村にて受け付け、必
要に応じて減免を行う。

・本事務における特定個人情報ファイルは、以
下の事務に使用している。

①課税対象者情報の管理・照会
②軽自動車情報の管理、異動、照会
③軽自動車税の賦課決定、通知書発送、証明
書発行
④収納管理業務、滞納管理業務

軽自動車税は、4月1日時点に軽自動車等の定
置場を当該市町村内に有する所有者に対して
課税を行うものである。
軽自動車等（軽自動車、原動機付自動車等）を
購入又は譲り受けるなどした場合や、譲渡や盗
難などにより所有しなくなった場合に申告が行
われる。その際、車両の種類に応じて申告先が
異なり、三輪・四輪の軽自動車に関しては軽自
動車検査協会へ、二輪の小型自動車・二輪の
軽自動車に関しては陸運事務所へ申告が行わ
れ、原動機付自転車・小型特殊自動車に関する
もののみ当該町村に対して申告が行われる。

なお、生活保護法により扶助を受ける場合など
は減免申請書を当該市町村にて受け付け、必
要に応じて減免を行う。

①地方税法に基づき、申告情報等をもとに、定
置場所が町内に所在する軽自動車等の所有者
又は使用者に軽自動車税を賦課決定し、税額を
通知する。
②生活保護法により扶助を受ける場合などは減
免申請書を受け付け、必要に応じて減免を行
う。
③納付された軽自動車税の収納情報の管理を
行う。
④納期限までに納付されていない軽自動車税
の滞納情報の管理を行う。
⑤番号法別表第二に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワーク
システムを使用して取得する。

事後

3.個人番号の利用　法令上の
根拠

番号法第9条および別表第1第16項

番号法第9条及び別表第一の第16項
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令第１６条

事後

4.情報連携ネットワークシステ
ムにおける情報連携②法令上
の根拠

番号法第19条第7項　同法別表第2第27項およ
び情報提供者が市町村長となる地方税関係情
報各項

番号法第19条第7号
（別表第二における情報照会の根拠）
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令
第20条

事後

5.評価実施機関における担当
部署①部署

広野町役場税務課 広野町役場町民税務課 事後

5.評価実施機関における担当
部署②所属長

税務課長　遠藤　聡 町民税務課長　遠藤　聡 事後



広野町は、固定資産税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

3 固定資産税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町町民税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

資産情報ファイル、課税台帳情報ファイル、収納情報ファイル、滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条及び別表第一の16項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第１６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

番号法第19条第7号
（別表第二における情報照会の根拠）
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令
第20条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 固定資産税関係事務

 ②事務の概要

地方税法に基づき、土地・家屋・償却資産の管理台帳を作成し、それら固定資産を評価し、算出された
価格及び税額を基に納税通知書を作成・通知し、納税義務者より徴収を行う。
また、申請に応じ、各種証明書を発行する。

①地方税法に基づき、町内の土地、家屋、償却資産について、登記情報及び建築確認情報、現地調
査、償却資産申告情報等によって作成した固定資産課税台帳に登録されたものを基準とし、固定資産
の所有者又は納税義務者に賦課決定を行い、税額を通知する。
②減免申請書等の各種申請書及び特例等適用申告書を受理する。
③賦課情報に基づき、各種証明書を発行する。
④納付された固定資産税の収納情報の管理を行う。
⑤納期限までに納付されていない固定資産税の滞納情報の管理を行う。
⑥番号法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。

 ③システムの名称
固定資産税システム、収納管理システム、滞納管理システム、eL-TAXシステム、中間サーバー、団体
内統合宛名システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



5.評価実施機関における担当
部署　②所属長

税務課長　遠藤　聡 町民税務課長　遠藤　聡

4.情報連携ネットワークシステ
ムにおける情報連携②法令上
の根拠

番号法第19条第7項　同法別表第2第27項及び
情報提供者が市町村長となる地方税関係情報
各項

番号法第19条第7号
（別表第二における情報照会の根拠）
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律別表第一の主務省
令で定める事務を定める命令
第20条

5.評価実施機関における担当
部署①部署

広野町役場税務課 広野町役場町民税務課

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

1.特定個人情報を取り扱う事
務　②事務の概要

地方税法に基づき、土地・家屋・償却資産の管
理台帳を作成し、それら固定資産を評価し、算出
された価格及び税額を基に納税通知書を作成・
通知し、納税義務者より徴収を行う。
また、申請に応じ、各種証明書を発行する。

・本事務における特定個人情報ファイルは、以下
の事務に使用している。
①所有資産の管理、照会
②納税者より提出される償却資産申告データの
入力。
③固定資産課税台帳を基に行う賦課決定、通知
書発送、証明書発行
④収納管理業務、滞納管理業務

地方税法に基づき、土地・家屋・償却資産の管
理台帳を作成し、それら固定資産を評価し、算出
された価格及び税額を基に納税通知書を作成・
通知し、納税義務者より徴収を行う。
また、申請に応じ、各種証明書を発行する。

①地方税法に基づき、町内の土地、家屋、償却
資産について、登記情報及び建築確認情報、現
地調査、償却資産申告情報等によって作成した
固定資産課税台帳に登録されたものを基準と
し、固定資産の所有者又は納税義務者に賦課
決定を行い、税額を通知する。
②減免申請書等の各種申請書及び特例等適用
申告書を受理する。
③賦課情報に基づき、各種証明書を発行する。
④納付された固定資産税の収納情報の管理を
行う。
⑤納期限までに納付されていない固定資産税の
滞納情報の管理を行う。
⑥番号法別表第二に記載されている照会側業
務について、業務情報を情報提供ネットワークシ
ステムを使用して取得する。

3.個人番号の利用　法令上の
根拠

個人番号の利用

番号法第9条及び別表第一の第16項
行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律別表第一の主務省
令で定める事務を定める命令第１６条

1.特定個人情報を取り扱う事
務　③システムの情報

固定資産税システム、収納管理システム、滞納
管理システム、eL-TAXシステム

固定資産税システム、収納管理システム、滞納
管理システム、eL-TAXシステム、中間サー
バー、団体内統合宛名システム



広野町は、国民健康保険資格管理・給付関連事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライ
バシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置
を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいるこ
とを宣言する。

特記事項

4 国民健康保険資格管理・給付・賦課関連事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課、町民税務課

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル、賦課情報ファイル、給付情報ファイル、収納情報ファイル、滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条及び別表第一の第16項、第30項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第16条、第24条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 ②法令上の根拠

番号法第19条第7号　別表第二
（情報照会の根拠）
27，42，43，45，46の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令
第20条　、第25条
（情報提供の根拠）
1，2，3，4，5，11，14，17，22，26、27，30，33，39，42，46，58，62，80，87，88、93，97，106，109の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令
第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第10条、第11条、第19条、第20条、第25条、第33条、第43条、第
44条、第46条、第53条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民健康保険資格管理・給付・賦課関連事務

 ②事務の概要

国民健康保険法の規定に基づく国民健康保険の加入脱退、国民健康保険被保険者証及び証明書の関
係の発行、医療費給付等並びに地方税法の規定に基づく保険税の賦課決定を行い、納税義務者等に
税額を通知する。
　
①国民健康保険の加入及び脱退の届出並びに適正な資格管理
②国民健康保険に係る証及び証明書関係の発行（被保険者証、短期被保険者証、資格証明書、高齢
受給者証、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾
病療養受療証等）
③被保険者の属する世帯に対する所得、人数に応じた保険税の賦課決定及び減免を行い、その税額の
通知
④医療機関等で受けた療養の給付及び高額療養費、療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費、入院
時食事療養費等の給付事務
⑤納付された国民健康保険税の収納情報の管理を行う。
⑧納期限までに納付されていない国民健康保険税の滞納情報の管理を行う。
⑨番号法別表第二に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステム
に提供する。
⑩番号法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提供ネットワークシステムを
使用して取得する。

 ③システムの名称
国民健康保険システム、収納管理システム、滞納管理システム、中間サーバー、団体内統合宛名シス
テム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
5.評価実施機関における担当
部署①所属長

松本　貴文、遠藤　聡 飯島　洋一、遠藤　聡



広野町は、個人住民税関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

5 個人住民税関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町町民税務課　双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-4160

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町町民税務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

課税対象者情報ファイル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル、収納情報ファイル、滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条及び別表第一の第16項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第１６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

番号法第19条第7号　別表第二（情報提供の根拠）1，2，3，4，6，8，9，10、11，16，18，23，26，27，28，
29，31，34，35，37，39，40，42，48，54，57，58，59，61，62，63，64，65，66，67，70，71、74，80，84，
87，91，92，94，97，101，102，103，106，107，108，113，114，115，116，117，118、120の項行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第1，2，3，4，6，7，8，9，10，12，13，16、19，20，21，22，23，25，28，31，32、33、34，35，
36，37，38，39、40，43，44，45、47，49，50，51，53，54，55，58，59条（情報照会の根拠）27の項行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令第20条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税関係事務

 ②事務の概要

個人住民税は地方税法に基づき、その年の1月1日に居住するところにおいて、前年の所得に対して賦
課徴収を行う地方税（本評価書では、以後「個人住民税」と称す）であり、その税額は、市町村が確定申
告書・給与支払報告書・公的年金等支払報告書等の課税資料から決定する。①地方税法に基づき、賦
課期日（１月１日）現在で、本町に居住する者及び本町内に事業所や家屋敷を有する者に対して確定申
告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等の課税資料から、個人住民税を賦課決定及び更正
を行い、納税義務者等に税額を通知する。②住登外者への課税に伴う他自治体への通知を行う。③賦
課期日（１月１日）現在、住登外である被扶養者に対しては、当該市町村に、所得照会を行う。④給与支
払者等から提出される特別徴収に係る申請書等を受理する。⑤個人住民税に係る減免事由に該当する
場合は、減免申請書を受け付け、減免を行う。⑥賦課情報に基づき、各種証明を発行する。⑦納付され
た個人住民税の収納情報の管理を行う。⑧納期限までに納付されていない個人住民税の滞納情報の
管理を行う。⑨番号法別表第二に記載されている提供側業務について、業務情報を情報提供ネットワー
クシステムに提供する。⑩番号法別表第二に記載されている照会側業務について、業務情報を情報提
供ネットワークシステムを使用して取得する。

 ③システムの名称
個人住民税システム、収納管理システム、滞納管理システム、申告支援システム、国税連携システム、
eL-TAXシステム、中間サーバー、団体内統合宛名システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



4.情報連携ネットワークシステ
ムにおける情報連携②法令上
の根拠

番号法第19条第7項　同法別表第2第27項および
情報提供者が市町村長となる地方税関係情報各
項番

番号法第19条第7号　別表第二（情報提供の根
拠）1，2，3，4，6，8，9，10、11，16，18，23，26，
27，28，29，31，34，35，37，39，40，42，48，54，
57，58，59，61，62，63，64，65，66，67，70，71、
74，80，84，87，91，92，94，97，101，102，103，
106，107，108，113，114，115，116，117，118、
120の項行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第一の
主務省令で定める事務を定める命令第1，2，3，
4，6，7，8，9，10，12，13，16、19，20，21，22，
23，25，28，31，32、33、34，35，36，37，38，39、
40，43，44，45、47，49，50，51，53，54，55，58，
59条（情報照会の根拠）27の項行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令第20条

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

1.特定個人情報を取り扱う事務
②事務の概要

個人住民税は地方税法に基づき、その年の1月1
日に居住するところにおいて、前年の所得に対し
て賦課徴収を行う地方税（本評価書では、以後
「個人住民税」と称す）であり、その税額は、市町
村が確定申告書・給与支払報告書・公的年金等
支払報告書等の課税資料から決定するものであ
る。　・本事務における特定個人情報ファイルは、
以下の事務に使用している。
①課税対象者情報の準備（地方税第442条の2、
第445条）
②納税者、特別徴収事業者からの、各種申告資
料の受領（地方税法第317条の２等）
③他市町村在住の配偶者・被扶養者情報の確認
（情報提供ネットワークシステムの利用を想定）
④個人住民税の賦課決定、通知書発送、証明書
発行
⑤収納管理業務、滞納管理業務

個人住民税は地方税法に基づき、その年の1月1
日に居住するところにおいて、前年の所得に対し
て賦課徴収を行う地方税（本評価書では、以後
「個人住民税」と称す）であり、その税額は、市町
村が確定申告書・給与支払報告書・公的年金等
支払報告書等の課税資料から決定する。
①地方税法に基づき、賦課期日（１月１日）現在
で、本町に居住する者及び本町内に事業所や家
屋敷を有する者に対して確定申告書、給与支払
報告書、公的年金等支払報告書等の課税資料か
ら、個人住民税を賦課決定及び更正を行い、納
税義務者等に税額を通知する。
②住登外者への課税に伴う他自治体への通知を
行う。
③賦課期日（１月１日）現在、住登外である被扶
養者に対しては、当該市町村に、所得照会を行
う。
④給与支払者等から提出される特別徴収に係る
申請書等を受理する。
⑤個人住民税に係る減免事由に該当する場合
は、減免申請書を受け付け、減免を行う。
⑥賦課情報に基づき、各種証明を発行する。
⑦納付された個人住民税の収納情報の管理を行
う。
⑧納期限までに納付されていない個人住民税の
滞納情報の管理を行う。
⑨番号法別表第二に記載されている提供側業務
について、業務情報を情報提供ネットワークシス
テムに提供する。
⑩番号法別表第二に記載されている照会側業務
について、業務情報を情報提供ネットワークシス
テムを使用して取得する。

3.個人番号の利用　法令上の
根拠

番号法第9条及び別表第1第16項

番号法第9条及び別表第一の第16項行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律別表第一の主務省令で定める事
務を定める命令第１６条

1.特定個人情報を取り扱う事務
③システムの情報

個人住民税システム、収納管理システム、滞納管
理システム、申告支援システム、国税連携システ
ム、eL-TAXシステム

個人住民税システム、収納管理システム、滞納管
理システム、申告支援システム、国税連携システ
ム、eL-TAXシステム、中間サーバー、団体内統
合宛名システム



広野町は、介護保険関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

6 介護保険関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル、賦課情報ファイル、受給者情報ファイル、給付情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・番号法第９条第１項　別表第一
　第６８項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で
　定める事務を定める命令
　第５０条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

①番号法第１９条第７号　別表第二
（情報提供の根拠）
①第三欄（情報提供者）が「市町村長」及び「他の法令により給付の支給を行うこととされている者」の項
のうち、第四欄（特定個人情報）に介護保険関係情報が含まれる項（１、２、３、４、５、６、８、１１、１７、２
２、２６、３０、３３、３９、４２、４３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８７、９０、９４、９５、９７、１０８、１０９、
１１７、１２０の項）
（情報照会の根拠）
第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務の内容）に介護保険関係が含まれる項（９
３、９４の項）
②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第７号）
（情報提供の根拠）
第２条、第３条、第５条、第６条、第７条、第１０条、第１２条の３、第１５条、第１９条、第２５条、第２５条の
２、
第３０条、第３２条、第３３条、第４３条、第４３条の２、第４４条、第４７条、第４９条、第５５条、第５５条の
２、第５９条の３
※番号法第１９条第７号　別表第二　１、４、３０、３３、３９、５８、９０、１１７の項に係る条項は未制定
（情報照会の根拠）
第４６条、第４７条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 介護保険関係事務

 ②事務の概要

①第一号及び第二号被保険者の資格管理
②保険料賦課要件の確認
③保険料減免・徴収猶予申請要件の確認
④高額介護サービス費等の支給の要件確認
⑤特定入所者介護サービス費等の支給の要件確認
⑥保険給付の一時差止の確認
⑦要介護認定申請の要件確認
⑧介護予防・日常生活支援総合事業の受給者管理
⑨保険者事務共同処理業務
※広野町では「⑨保険者事務共同処理業務」について、福島県国民健康保険団体連合会（国保連合
会）に委託をして事務を実施しており、国保連合会が当該事務を実施するにあたって、個人番号が記載
された「受給者異動連絡票（訂正時には訂正連絡票）」を提供している。

 ③システムの名称 中間サーバー、団体宛名統合管理システム、介護保険システム、収納管理システム、滞納管理システム



 連絡先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-2113

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日

Ⅰ４．情報提供ネットワークシ
ス
テムによる情報連携
②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１項、２項、３項、４項、６項、２６項、３０項、３
３項、３９項、４２項、５６の２項、５８項、６１項、６
２項、
　８０項、８７項、９０項、９４項、９５項、１０９項、１
１７項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表二の主務
省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第１条、２条、３条、４条、６条、１９条、２５条、３
０条、３２条、３３条、４３条、４４条、４７条

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第９３項、９４項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表二の主務
省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第４６条、４７条

①番号法第１９条第７号　別表第二
（情報提供の根拠）
①第三欄（情報提供者）が「市町村長」及び「他
の法令により給付の支給を行うこととされている
者」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に介護
保険関係情報が含まれる項（１、２、３、４、５、
６、８、１１、１７、２２、２６、３０、３３、３９、４２、４
３、５６の２、５８、６１、６２、８０、８１、８７、９０、９
４、９５、９７、１０８、１０９、１１７、１２０の項）
（情報照会の根拠）
第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第二欄（事務の内容）に介護保険関係が含
まれる項（９３、９４の項）
②行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令（平
成２６年内閣府・総務省令第７号）
（情報提供の根拠）
第２条、第３条、第５条、第６条、第７条、第１０
条、第１２条の３、第１５条、第１９条、第２５条、
第２５条の２、第３０条、第３２条、第３３条、第４
３条、第４３条の２、第４４条、第４７条、第４９
条、第５５条、第５５条の２、第５９条の３
※番号法第１９条第７号　別表第二　１、４、３０、
３３、３９、５８、９０、１１７の項に係る条項は未制
定
（情報照会の根拠）
第４６条、第４７条

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　福祉介護課 事後

法改正及び主務省令の制定
による追記のため、重要な変
更に当たらないため事後に提
出
（法令上の根拠の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　健康福祉課 事後



広野町は、児童手当関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

7 児童手当関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

受給者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・番号法第９条第１項　別表第一
　第５６項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で
　定める事務を定める命令
　第４４条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第２６項、第３０項、第８７項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表二の主務省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第１９条、第４４条

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第７４項、第７５項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第４４条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童手当関係事務

 ②事務の概要

児童手当法等の規定に基づき、対象者の資格管理、現況受付、支払管理、統計処理等を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。

①児童手当の対象児童や要件児童の資格の確認、、受給者、配偶者等の所得情報の確認・情報照会
②現況受付の確認
③支払管理の確認
④統計処理の確認
⑤子育てワンストップサービス
（1）マイナポータルを通じて利用できるサービス検索・電子申請機能により、届出等の書類を受領する。
（2）マイナポータルを通じて発信できる情報をお知らせ機能により通知する。

 ③システムの名称
中間サーバー、団体宛名統合管理システム、児童手当システム、サービス検索・電子申請機能
マイナポータルのお知らせ機能



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



平成31年4月1日

Ⅰ４　情報ネットワークシステ
ムによる情報連携　②法令上
の根拠

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第７４項、第７５項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表一の主務
省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第４０条

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第７４項、第７５項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表一の主務
省令で
　定める事務及び情報を定める命令
　第４４条

事後

平成29年11月10日

I１　特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　③システムの
名称

中間サーバー、団体宛名統合管理システム、児
童手当システム

中間サーバー、団体宛名統合管理システム、児
童手当システム、サービス検索・電子申請機能
マイナポータルのお知らせ機能

事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出
（システムの追加）

平成31年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長の役職名

こども家庭課長　鈴木秀臣 課長 事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年11月10日
I１　特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の概要

児童手当法等の規定に基づき、対象者の資格
管理、現況受付、支払管理、統計処理等を行
う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用す
る。
①児童手当の対象児童や要件児童の資格の確
認、、受給者、配偶者等の所得情報の確認・情
報照会
②現況受付の確認
③支払管理の確認
④統計処理の確認

児童手当法等の規定に基づき、対象者の資格
管理、現況受付、支払管理、統計処理等を行
う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用す
る。
①児童手当の対象児童や要件児童の資格の確
認、、受給者、配偶者等の所得情報の確認・情
報照会
②現況受付の確認
③支払管理の確認
④統計処理の確認
⑤子育てワンストップサービス
（1）マイナポータルを通じて利用できるサービス
検索・電子申請機能により、届出等の書類を受
領する。
（2）マイナポータルを通じて発信できる情報をお
知らせ機能により通知する。

事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出
（事務概要の追加）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

福祉介護課長　鈴木秀臣 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後



広野町は、児童福祉関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

8 児童福祉関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

総合支援給付情報ファイル、児童施設通所情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・番号法第９条第１項　別表第一
　第８項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で
　定める事務を定める命令
　第８条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１２項、第１６項、第５６項の２、第１１６項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の
　主務省令で定める事務及び情報を定める命令
　第１２条、第３０条

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１０項、第１１項、第１２項、第１３項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の
　主務省令で定める事務及び情報を定める命令
　第９条、第１０条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 児童福祉関係事務

 ②事務の概要

児童福祉法に基づき、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児
相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障がい福祉サービスの提供、肢体不自
由児通所医療費の支給、保育所における保育の実施若しくは措置等に関する事務を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。

①申請書や届出書に関する確認
②各種給付の所得区分の判定に必要な要件等の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会

 ③システムの名称 中間サーバー、団体宛名統合管理システム、総合支援給付管理システム、児童施設通所管理システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

福祉介護課長　鈴木秀臣 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後



広野町は、障害者総合支援関係事務における特定個人情報ファイルの取
扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

特記事項

9 障害者総合支援関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 ②所属長の役職名 課長

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

総合支援給付情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

・番号法第９条第１項　別表第一
　第８４項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表一の主務省令で
　定める事務を定める命令
　第６０条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１６項、第２６項、第５６項の２、第５７項、第８７項、第１１６項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の
　主務省令で定める事務及び情報を定める命令
　第１２条、第１９条、第３０条、第３１条、第４４条

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１０項、第１１項、第１２項、第１３項、第１０８項、第１０９項、第１１０項
・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の
　主務省令で定める事務及び情報を定める命令
　第９条、第１０条、第５５条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 障害者総合支援関係事務

 ②事務の概要

障害者総合支援法に基づき、以下の各給付費等や事業に関する事務を行う。
・介護給付費
・特例介護給付費
・訓練等給付費
・特例訓練等給付費
・特定障害者特別給付費
・特例特定障害者特別給付費
・地域相談支援給付費
・特例地域相談支援給付費
・計画相談支援給付費
・特例計画相談支援給付費
・療養介護医療費
・基準該当療養介護医療費
・高額障害福祉サービス等給付費
・自立支援医療費（一部）
・補装具費
・障害支援区分の認定
・地域生活支援事業
また、特定個人情報ファイルは、上記各給付費等における以下の場合に使用する。

①申請書や届出書に関する確認
②各種給付等の所得区分の判定や決定（却下）に必要な要件等の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会

 ③システムの名称 中間サーバー、団体宛名統合管理システム、総合支援給付管理システム



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　健康福祉課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　福祉介護課 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、子ども・子育て支援関係事務における特定個人情報ファイルの
取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等
の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい
その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、
もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣
言する。

特記事項

10 子ども・子育て支援関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 子ども・子育て支援関係事務

 ②事務の概要

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給または子ども・子育て支援事業の実
施に関する事務を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。

①申請書や届出書に関する確認
②各種給付の所得区分の判定に必要な要件等の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会
⑤子育てワンストップサービス
（1）マイナポータルを通じて利用できるサービス検索・電子申請機能により、届出等の書類を受領する。
（2）マイナポータルを通じて発信できる情報をお知らせ機能により通知する。

 ③システムの名称
中間サーバー、団体宛名統合管理システム、子ども子育て支援システム、サービス検索・電子申請機能
マイナポータルのお知らせ機能

 ２．特定個人情報ファイル名

児童情報ファイル、調定情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法第９条第１項　別表第一
　第９４項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
　なし

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第７号　別表第二
　第１１６項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

福祉介護課長　鈴木秀臣 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年11月10日
I１　特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　②事務の概要

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給または子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用す
る。
①申請書や届出書に関する確認
②各種給付の所得区分の判定に必要な要件等
の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給または子ども・子育て支援
事業の実施に関する事務を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用す
る。
①申請書や届出書に関する確認
②各種給付の所得区分の判定に必要な要件等
の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会
⑤子育てワンストップサービス
（1）マイナポータルを通じて利用できるサービス
検索・電子申請機能により、届出等の書類を受
領する。
（2）マイナポータルを通じて発信できる情報をお
知らせ機能により通知する。

事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出
（事務概要の追加）

平成29年11月10日

I１　特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　③システムの
名称

中間サーバー、団体宛名統合管理システム、子
ども子育て支援システム

中間サーバー、団体宛名統合管理システム、子
ども子育て支援システム、サービス検索・電子
申請機能
マイナポータルのお知らせ機能

事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出
（システムの追加）



広野町は、後期高齢者医療関係事務における特定個人情報ファイルの取
扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいそ
の他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もっ
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

特記事項

11 後期高齢者医療関係事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５番地　0240-27-2113

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

（１）被保険者代表情報ファイル
（２）賦課情報ファイル
（３）広域連携ファイル（住基・住登外）
（４）広域連携ファイル（所得課税情報）
（５）広域連携ファイル（収納情報）

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法別表第一の５９の項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令　第４６条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１．特定個人情報の利用の根拠
（１）番号法別表第二の８２の項
（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令　第４６条

２．特定個人情報の提供の根拠
（１）番号法別表第二の８０の項及び８３の項
（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令
で定める事務及び情報を定める命令　第４３条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 後期高齢者医療関係事務

 ②事務の概要

本業務は、高齢者の医療に関する法律及び福島県後期高齢者医療広域連合規約に基づき、被保険者
の資格管理、保険料賦課・収納管理、滞納整理、各給付に関する申請及び届出の受付、被保険者証及
び限度額適用・標準負担額減額認定証発行等の事務を行うものである。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関す
る下記事務において、特定個人情報ファイルを用いる。

①被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務
②被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減免認定証
に関する事務
③後期高齢者医療給付の支給に関する事務
④一部負担金に掛かる措置に関する事務
⑤一時差し止めに関する事務
⑥保険料の徴収又は賦課に関する事務
⑦広野町後期高齢者医療に関する条例に規定する事務

 ③システムの名称
・ＣＯＫＡＳ－Ｒ／ＡＤⅡ（後期高齢）
・中間サーバー



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５番地　0240-27-2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成30年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　所属長

松本　貴文 飯島　洋一 事後
重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月1日 Ⅰ－５－② 青木　寿之 松本　貴文 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署②所属長

広野町役場　町民保健課　松本　貴文
広野町役場　健康福祉課
健康福祉課長　松本　貴文

事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、国民年金に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱い
にあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利
利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個
人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

12 国民年金に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民年金に関する事務

 ②事務の概要

国民年金法に基づき国民年金第１号被扶養者の異動報告及び保険料免除の受付等を行う。

①第１号被保険者及び任意加入者の異動報告に関する受理、及び必要事項の調査、報告
②保険料の免除に係る申請の受理、及び必要事項の調査、報告
③学生の納付特例及び若年者納付猶予に係る申請の受理、及び必要事項の調査、報告
④裁定請求書等に関する届出書の受理、及び必要事項の調査、報告

 ③システムの名称 国民年金システム

 ２．特定個人情報ファイル名

被保険者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第9条及び別表第一の第31項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第9条及び別表第一の第31項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５番地　0240-27-2113

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替３５番地　0240-27-2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成29年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成29年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長の役職名

広野町役場　健康福祉課長　松本　貴文
広野町役場　健康福祉課
健康福祉課長　飯島　洋一

事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、公営住宅管理事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

13 公営住宅管理業務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 公営住宅管理業務

 ②事務の概要

本業務は、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者に対して低廉
な家賃で賃貸し、又は転貸ことで、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする業務
である。
番号法においては、別表第一の１９の項に基づき、公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務で
個人番号を用いる。

なお、特定個人情報ファイルは下記の事務において利用する。
①家賃の決定及び収入超過者の家賃の決定に関する事務
②入居申込及び入居決定に関する事務
③家賃を減免する決定に関する事務
④敷金を減免する決定に関する事務
⑤明け渡し請求の決定に関する事務
⑥他住宅をあっせんする事務
⑦広野町町営住宅条例に規定する事務

 ③システムの名称
①住宅使用料システム、②宛名・納付システム、③収納管理システム、④滞納管理システム
⑤中間サーバー、⑥団体内統合宛名システム

 ２．特定個人情報ファイル名

①公営住宅情報ファイル、②宛名・納付情報ファイル、③収納情報ファイル、④滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法別表第一の１９の項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令第１８条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１．特定個人情報の提供の根拠
　　提供なし

２．特定個人情報の利用の根拠
　（１）番号法別表第二の３１の項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（総務課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2111

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（総務課）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（所属長の変更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年4月1日 Ⅰ５②　所属長の役職名 総務課長　大和田俊 総務課長　鯨岡公一 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、町営住宅管理事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

14 町営住宅管理事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 町営住宅管理事務

 ②事務の概要

本業務は、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者に対して低廉
な家賃で賃貸し、又は転貸ことで、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする業務
である。
番号法においては、別表第一の１９の項に基づき、公営住宅法による町営住宅の管理に関する事務で
個人番号を用いる。

なお、特定個人情報ファイルは下記の事務において利用する。
①家賃の決定及び収入超過者の家賃の決定に関する事務
②入居申込及び入居決定に関する事務
③家賃を減免する決定に関する事務
④敷金を減免する決定に関する事務
⑤明け渡し請求の決定に関する事務
⑥他住宅をあっせんする事務
⑦広野町桜田住宅条例に規定する事務

 ③システムの名称
①住宅使用料システム、②宛名・納付システム、③収納管理システム、④滞納管理システム
⑤団体内統合宛名システム

 ２．特定個人情報ファイル名

①公営住宅情報ファイル、②宛名・納付情報ファイル、③収納情報ファイル、④滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 ・広野町桜田住宅条例

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１．特定個人情報の提供の根拠
　　提供なし

２．特定個人情報の利用の根拠
　（１）広野町桜田住宅条例

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（総務課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2111

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（総務課）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（所属長の変更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年4月1日 Ⅰ５②　所属長の役職名 総務課長　大和田俊 総務課長　鯨岡公一 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、特定公共賃貸住宅管理事務における特定個人情報ファイルの
取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等
の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えい
その他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、
もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣
言する。

特記事項

15 特定公共賃貸住宅管理事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 特定公共賃貸住宅管理業務

 ②事務の概要

本業務は、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低所得者に対して低廉
な家賃で賃貸し、又は転貸ことで、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする業務
である。
番号法においては、別表第一の１９の項に基づき、公営住宅法による特定公共賃貸住宅の管理に関す
る事務で個人番号を用いる。

なお、特定個人情報ファイルは下記の事務において利用する。
①家賃の決定及び収入超過者の家賃の決定に関する事務
②入居申込及び入居決定に関する事務
③家賃を減免する決定に関する事務
④敷金を減免する決定に関する事務
⑤明け渡し請求の決定に関する事務
⑥他住宅をあっせんする事務
⑦広野町特定公共賃貸住宅条例に規定する事務

 ③システムの名称
①住宅使用料システム、②宛名・納付システム、③収納管理システム、④滞納管理システム
⑤中間サーバー、⑥団体内統合宛名システム

 ２．特定個人情報ファイル名

①公営住宅情報ファイル、②宛名・納付情報ファイル、③収納情報ファイル、④滞納情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
・番号法別表第一の６１の２項
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令第４６条の３

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１．特定個人情報の提供の根拠
　　提供なし

２．特定個人情報の利用の根拠
　（１）番号法別表第二の８５の２項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 総務課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（総務課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2111

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（総務課）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（所属長の変更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成30年4月1日 Ⅰ５②　所属長の役職名 総務課長　大和田俊 総務課長　鯨岡公一 事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、乳幼児及び児童医療助成関係事務における特定個人情報ファ
イルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

特記事項

16 乳幼児及び児童医療助成関係事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 乳幼児及び児童医療助成関係事務

 ②事務の概要

本事務は、乳幼児及び児童の医療費の一部を保護者に助成することにより、その疾病又は負傷の治療
を促進し、乳幼児等の保健の向上を図ることを目的とする事務である。

 ③システムの名称 中間サーバー、団体宛名統合管理システム、福祉医療システム

 ２．特定個人情報ファイル名

受給者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法第９条第２項、及び広野町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 未定 ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

町民保健課長　青木寿之 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　町民保健課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成31年4月1日 Ⅰ２　特定個人情報ファイル名
総合支援給付情報ファイル、児童施設通所情報
ファイル

受給者台帳情報ファイル 事後

平成31年4月1日

Ⅰ１　特定個人情報ファイルを
取り扱う事務　③システムの名
称

Excelファイル
中間サーバー、団体宛名統合管理システム、福
祉医療システム

事後



広野町は、介護保険関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

17 予防接種関連事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課、健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

①予防接種関連ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

番号法別表第一項番の１０の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第１０条
広野町予防接種実施要綱第４条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

番号法別表第一項番の１０の項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第１０条
広野町予防接種実施要綱第４条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 予防接種関連事務

 ②事務の概要

本事務は、予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づき、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるも
のについて、町内に居住する者に対し、期日又は期間を指定して予防接種を行うとともに、接種事務の
報告、実費徴取等の事務を行うものである。

なお、特定個人情報ファイルは、下記業務において利用する。
①予防接種法第５条第１項又は第６条第１項若しくは第３項の予防接種の実施に関する事務
②予防接種法第５条第１項又は第６条第１項の予防接種の実施の指示に関する事務
③予防接種法第６条第３項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務
④予防接種法第１５条第１項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はそ
の背級に対する応答に関する事務
⑤予防接種法第１５条第１項の支給を受ける権利に係る届出等の受理、その届出等に係る事実につい
ての審査又はその届出に対する応答に関する事務⑥広野町予防接種実施要綱第４条に規定する予防
接種料の免除に関する事務

 ③システムの名称 １．健康管理システム　２．団体内統合宛名システム　３．中間サーバー



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先
広野町（こども家庭課、健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-
2113

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先
広野町（こども家庭課、健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-
2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　町民保健課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

町民保健課長　青木寿之 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後



広野町は、介護保険関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあ
たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益
に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人の
プライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

18 健康増進関連事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名



 ②所属長の役職名 課長

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町健康福祉課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

健康システムファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠
番号法第第９条及び別表第一の第７６項
行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第５４条

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠
番号法第第９条及び別表第一の第７６項
行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定
める事務を定める命令第５４条

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 健康増進関連事務

 ②事務の概要

健康増進法第１７条第１項及び第１９条の２に基づき、町民の健康増進のために必要な業務を実施す
る。

１．健康増進法第１７条第１項に基づく健康増進事業に関する事務
（１）健康手帳の交付
（２）健康教育
（３）健康相談
（４）訪問指導
（５）機能訓練

２．健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業に関する事務
（１）骨粗鬆症検診
（２）肺炎ウイルス検診
（３）健康増進法施行規則第４条の２第４号に定める健康検査
（４）健康増進法施行規則第４条の２第５号に定める保健指導
（５）がん検診
３．その他、町民の健康増進のために必要な業務に関する事務
４．各種集計、統計

 ③システムの名称 １．健康管理システム　２．団体内統合宛名システム　３．中間サーバー



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

1,000人以上1万人未満 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-2113

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地　0240-27-2113

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年4月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年4月1日 Ⅰ－５－② 青木　寿之 松本　貴文 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年4月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（健康福祉課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2113

事後

平成29年4月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署②所属長

広野町役場　町民保健課　松本　貴文
広野町役場　健康福祉課
健康福祉課長　松本　貴文

事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

　広野町は、母子保健関連事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

特記事項

19 母子保健関連事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 母子保健関連事務

 ②事務の概要

　本事務は、母子保健法（昭和40年法律第141号）に基づき、母子健康手帳の交付、新生児等の訪問指
導や健康診査、養育医療の給付・費用の徴収等、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に
関する施策を実施する事務を行うものである。

 ③システムの名称 健康かるて

 ２．特定個人情報ファイル名

乳幼児情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 番号法別表第一項番49

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
　・番号法第１９条　別表第二
　　第２６項　第８７項
　

２　情報照会の根拠
　・番号法第１９条　別表第二
　　第７０項

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年5月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

町民保健課長　青木寿之 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年5月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　町民保健課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年5月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年5月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町役場総務課　双葉郡広野町大字下北迫
字苗代替３５番地

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成31年4月1日
Ⅰ１　特定個人情報を取り扱う
事務　②事務の概要

本事務は、母子保健法（昭和40年法律第141
号）に基づき、母子健康手帳の交付、新生児等
の訪問指導や健康診査等、母性並びに乳児及
び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を
実施する事務を行うものである。

本事務は、母子保健法（昭和40年法律第141
号）に基づき、母子健康手帳の交付、新生児等
の訪問指導や健康診査、養育医療の給付・費
用の徴収等、母性並びに乳児及び幼児の健康
の保持及び増進に関する施策を実施する事務
を行うものである。

事後

平成31年4月1日

Ⅰ４　情報提供ネットワークに
よる　情報連携　①実施の有
無

3　未定 1　実施する 事後

平成31年4月1日

Ⅰ４　情報提供ネットワークに
よる　情報連携　②法令上の
根拠

なし

１　情報提供の根拠
　・番号法第１９条　別表第二
　　第２６項　第８７項

２　情報照会の根拠
　・番号法第１９条　別表第二
　　第７０項

事後



[平成31年１月　様式２]

  令和1年6月28日

広野町

 公表日

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

広野町は、ひとり親家庭医療費助成関係事務における特定個人情報ファイ
ルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を
講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいること
を宣言する。

特記事項

20 ひとり親家庭医療費助成関係事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 ひとり親家庭医療費助成関係事務

 ②事務の概要

ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成するひとり親家庭
医療費助成事務を行う。
特定個人情報ファイルは、以下の場合に使用する。

①申請書や届出書に関する確認
②各種給付の所得区分の判定に必要な要件等の情報照会
③サービス等の受給者及び給付実績の管理
④重複給付防止に係る他制度への情報照会

 ③システムの名称 中間サーバー、団体宛名統合管理システム、福祉医療システム

 ２．特定個人情報ファイル名

受給者台帳情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠 ・番号法第９条第２項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

１　情報提供の根拠
　なし

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第８号、広野町における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 広野町こども家庭課

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ] 1) 実施する
2) 実施しない

 連絡先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ②所属長の役職名 課長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先 広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人未満（任意実施） ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 平成31年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない



＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 [

[

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリスク
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ○ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名の変更）

平成29年5月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　②所属長

福祉介護課長　鈴木秀臣 こども家庭課長　鈴木秀臣 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年5月1日
Ⅰ５　評価実施機関における
担当部署　①部署

広野町役場　福祉介護課 広野町役場　こども家庭課 事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署所属長の変更）

平成29年5月1日
Ⅰ７　特定個人情報の開示・
訂正・利用停止請求

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成29年5月1日
Ⅰ８　特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問合せ

広野町（福祉介護課）　福島県双葉郡広野町大
字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

広野町（こども家庭課）　福島県双葉郡広野町
大字下北迫字苗代替35　0240-27-2115

事後

重要な変更に当たらないため
事後に提出
（担当部署名及び連絡先の変
更）

平成31年4月1日

Ⅰ４　情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携　②法
令上の根拠

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第９号

２　情報照会の根拠
・番号法第１９条第８号、広野町における個人番
号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例

事後


